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平成１７年度 第２回川西市社会福祉審議会高齢者専門部会 
 
部会長：＜挨拶＞ 
事務局：＜配布資料確認＞ 
    ＜配布資料「計画素案について」説明＞ 
    ＜配布資料「地域支援事業について」説明＞ 
 
協議事項 

高齢者保健福祉計画見直し素案について 
 
部会長：高齢者保健福祉計画見直し素案について何か質問はございますでしょうか。 
委 員：要介護高齢者等歯科事業について、資料に「要介護高齢者等歯科事業は、保健（予防）事

業ではなく診療（医療）事業のため、削除の方向で検討中」とありますが、高齢者に対す

る口腔ケアについては、一般的にも介護予防事業として認知されているのではないでしょ

うか。それを削除するということはどういうことでしょうか。 
事務局：要介護高齢者等歯科事業については、診療事業と保健事業と両方の面がございますので、

一度精査しようという意味でございます。 
委 員：国の方の方針としてはどのようになっているのでしょうか。 
事務局：介護保険事業の中での方針につきましては、どのような方針になるかについては、わかり

ませんが、現時点では、寝たきり高齢者に対する歯科診療は、全国的にもユニークな事業

でございます。 
委 員：要介護高齢者等歯科事業について、予防の事業の部分については残るという事であれば結

構です。 
部会長：他にありますでしょうか。 
委 員：特定高齢者について、具体的にどのように選定するのでしょうか。 
事務局：要介護認定非該当の方、民生委員等による地域での実態把握、保健師による把握、主治医

による把握等があります。例えば基本健診の際にチェックシートによる選定を行って、希

望者については申し込む等の方法も考えられますが、現段階では具体的な選定方法につい

ては不明です。 
委 員：特定高齢者施策の対象について、１号被保険者数の５％を見込むとされていますが、対象

者が６％となった場合には、どうするのでしょうか。 
事務局：あくまでも５％というのは目安です。ただし、事業費の上限が設けられておりますので、

その範囲の中で行う事となります。１８年度につきましては、１号被保険者数の３％を対

象者として念頭に置きながら事業を進めることになります。 
委 員：事業費の上限が設けられているということは、事業費を対象者数で割ったり、対象者が多

い場合は、状態の悪い人から優先にしたり、先着順等にするということでしょうか。 
事務局：あくまでも対象者の５％以上は、事業をやりませんという事ではありませんので、そのよ

うに状態の悪い人を優先したりするという事ではございません。 
委 員：例えば、介護予防給付を受給する目的で、介護認定申請をする方が増えると思いますが、

そうすると、介護認定受給者数が増加すると思います。そうすると介護保険全体の事業費

が増加することに伴って、５％という地域支援事業の事業規模に影響してくる事が考えら 
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れますが、そのような場合にも、無駄なく事業を展開していかなければいけないと思います。 

委 員：地域包括支援センターについて、来年度の計画を教えていただけますでしょうか。 
事務局：介護保険制度改正の中では日常生活圏域を定めて、圏域ごとに地域包括支援センターを設

置するとされております。川西市におきましては、在宅介護支援センターの配置状況等これ

までの経過をふまえると、中学校区が日常生活圏域として適当であろうという事で、介護保

険運営協議会において了承いただいておりますので、各中学校区に１カ所地域包括支援セン

ターを設置することが望ましいと考えております。ただし、平成１８年度にすぐに各中学校

区に１カ所整備するかどうかにつきましては、様々な問題点がございますので、当面は市内

１カ所の地域包括支援センターを動かしながら運営していきたいと考えております。 
委 員：川西市の高齢者保健福祉計画を拝見させていただくと、川西市の人口規模からして、首を

かしげるような利用者数しかない事業がありますので、事業の拡大展開を図ってほしいので

すが、利用者数が少ないからこそ事業を継続できていて、利用者数が多くなると破綻してし

まうということでしょうか。 
事務局：利用対象要件等につきましては、国の基準に合わせている事業や、独自で対象範囲を狭め

ている事業もありますが、財政面におきまして拡大展開をしていくということは難しい面が

ございます。 
委 員：事業が必要としている人に行き渡っていない、申し込み難い制度になっている等について、

調べたりされたことはありますか。 
事務局：PRがかけている面があると思いますので、工夫していきたいと考えております。 
委 員：地域包括支援センター運営協議会の開催回数はどのくらいでしょうか。 
事務局：開催回数まではまだ考えておりません。介護保険運営協議会に、地域包括支援センター運

営協議会を含めた形で運営していきたいと考えております。 
委 員：地域包括支援センターができると、配置された保健師で１，０００人程の対象者の介護予

防プランを作成することになるが、できるのでしょうか。 
事務局：介護予防プランにつきましては、原案作りを業務委託することで対応する予定です。 
委 員：何でも民間委託をするのではなく、運営協議会において既存の専門職の意見を聞いてから

検討したらどうか。例えば、地域包括支援センター運営協議会にオブザーバーとして医師を

参加させたらどうか。 
事務局：そのような観点から、現在の介護保険運営協議会の委員をお願いしております。 
委 員：地域介護予防活動支援事業について、地区福祉委員が協力して行って在宅介護支援センタ

ーが開催している介護予防教室など含めて考えていくのでしょうか。 
事務局：川西市でどうしていくかということについては、未定です。 
委 員：国もまだ最終案を示していない段階ですので、国の方から示されれば、市の方も前向きに

考えられるのではないかと思います。 
委 員：在宅介護支援センターは今後も存続していくのでしょうか。 
事務局：現時点では、将来的に各中学校区に地域包括支援センターを設置する事を考えております

ので、在宅介護支援センターの業務につきましては、地域包括支援センターに吸収されてい

く形になると考えております。 
委 員：現在の在宅介護支援センターには、事業所の名前がついておられると思いますが、それで

すと、市民にとってわかりにくく、特定の事業者へのサービスの偏り等の問題があります。 
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地域包括支援センターを設置される際にはそのような点について配慮してほしいと思いま

す。 
事務局：地域包括支援センターには、その地域を表す名称を使用するなど、そういう方向で進めて

いきたいと思っています。 
委 員：２カ所目以降の地域包括支援センターを設置する場合、社会福祉協議会に包括支援センタ

ーを委託することはできますか。 
事務局：具体的には、在宅介護支援センターに委託することを視野に入れながら、課題点もありま

すが、社会福祉協議会についても視野に入れて検討していきます。 
委 員：他市の地域包括支援センターを委託される事業者の状況を聞いていますと、地域包括支援

センターに社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーの３職種を配置する予算について、

懸案事項となっているようです。 
部会長：計画の方針について部長の方からお話しいただけますでしょうか。 
部 長：高齢者保健福祉計画につきましては、各事業をいかに効率よく組み立てていくかが課題と

なっております。また、要介護高齢者の増加が見込まれている中で、地域支援事業につき

まして、いかに上手く事業を進めていくことができるかが、介護保険事業運営の鍵となる

のではないかと考えております。高齢者専門部会の皆様には貴重なご意見を頂きましたの

で、是非計画の方に反映させていきたいと思います。 
部会長：ありがとうございました。それでは、その他について何かございますでしょうか。なけれ

ば事務局の方よりお願いします。 
事務局：次回の開催につきましては、来年２月か３月頃を予定しております。詳細につきましては、

事務局より調整させて頂きます。 
部会長：次回は成文化された計画案を、事前配布して頂いたものを読んで、集まるということにな

ると思いますのでよろしくお願いします。それでは、第２回社会福祉審議会高齢者専門部

会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 


